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は
じ
め
に

大
手
ス
ー
パ
ー
の
マ
イ
カ
ル
が
破
綻
し
て
二
年
近
く
が
経
過
し
た
が
、
そ
の
間
に
マ
イ
カ
ル
発
行
の
社
債
や
資
産
担
保
証
券
を
め

ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
た
。
と
く
に
、
デ
フ
ォ
ル
ト
に
陥
っ
た
個
人
向
け
社
債
処
理
に
つ
い
て
は
、
投
資
家
数
が
三
八

〇
〇
〇
人
と
い
う
空
前
の
規
模
に
達
し
た
た
め
、
各
方
面
に
対
す
る
波
紋
も
大
き
か
っ
た
。
現
在
、
同
社
は
こ
れ
ら
個
人
向
け
社
債

の
社
債
権
者
に
対
し
て
、
三
割
弁
済
を
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
方
向
で
決
着
に
向
か
う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
間
に
同
社
社
債

の
デ
フ
ォ
ル
ト
に
関
し
て
は
、
以
下
の
問
題
点
が
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
デ
フ
ォ
ル
ト
に
陥
っ
た
個
人
向
け

社
債
処
理
手
続
の
面
で
は
、
社
債
権
者
集
会
の
招
集
や
議
決
権
行
使
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
、
マ
イ
カ
ル
債
の
よ
う
に
、
投

資
家
数
が
三
八
〇
〇
〇
人
に
上
る
と
、
社
債
権
者
集
会
の
招
集
や
議
決
権
行
使
は
容
易
で
は
な
く
、
手
続
面
で
の
課
題
も
あ
る
。
②

社
債
管
理
会
社
の
役
割
に
つ
い
て
、
社
債
管
理
会
社
が
融
資
関
係
を
有
す
る
銀
行
で
あ
っ
た
た
め
に
、
利
益
相
反
が
生
じ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
③
証
券
会
社
に
つ
い
て
は
、
顧
客
適
合
性
に
充
分
配
慮
し
た
販
売
が
必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
④
格
付
け
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
カ
ル
の
株
価
が
下
落
す
る
過
程
で
、
そ
の
信
用
度
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
適
切
な
格
下
げ
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
と
く
に
①
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
に
関
連
し
て
施
行
さ
れ
た
改
正
会
社
更
生

法
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

マ
イ
カ
ル
社
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
と
個
人
向
け
社
債
処
理
の
問
題
点

松
尾
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１
　
マ
イ
カ
ル
社
債
処
理
の
経
緯

大
手
ス
ー
パ
ー
の
マ
イ
カ
ル
が
経
営
破
綻
し
、
民
事
再
生
法
を
申
請
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
四
日
で
あ
り
、
同
一
八
日

に
は
開
始
決
定
が
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
経
営
陣
と
主
力
銀
行
の
間
で
経
営
再
建
に
向
け
た
調
整
が
難
航
し
た
た
め
、
同
年

一
一
月
二
二
日
に
会
社
更
生
法
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
管
財
人
が
選
任
さ
れ
、
保
全
管
理
命
令
が
下
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
同
年
一
二
月
三
一
日
、
手
続
開
始
決
定
が
下
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
二
月
二
八
日
、
第
一
回
関
係
人
集
会

が
開
催
さ
れ
た
後
、
二
〇
〇
三
年
六
月
三
〇
日
、
更
生
計
画
案
が
提
出
さ
れ
た
。
今
後
は
、
九
月
三
〇
日
に
第
二
回
お
よ
び
第
三
回

関
係
人
集
会
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
同
案
は
審
理
お
よ
び
決
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
同
案
に
お
い
て
個
人
向
け
社

債
の
弁
済
率
と
し
て
社
債
額
面
の
三
〇
％
が
提
案
さ
れ
た
。

マ
イ
カ
ル
が
発
行
し
、
そ
の
経
営
破
綻
に
よ
っ
て
デ
フ
ォ
ル
ト
に
陥
っ
た
国
内
社
債
は
、
第
三
回
か
ら
第
二
七
回
ま
で
の
普
通
社

債
（
発
行
総
額
三
二
〇
〇
億
円
、
残
高
同
じ
）
お
よ
び
第
五
回
お
よ
び
第
九
回
転
換
社
債
（
発
行
総
額
三
〇
〇
億
円
、
残
高
五
三
億

五
五
〇
〇
万
円
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
債
の
う
ち
、
社
債
管
理
会
社
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
第
三
〜
一
二
回
債
と
第
二
六

〜
二
七
回
債
で
あ
り
、
主
な
社
債
管
理
会
社
は
三
和
、
富
士
、
農
林
中
金
、
興
銀
、
新
生
、
住
友
信
託
、
第
一
勧
銀
な
ど
で
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
個
人
向
け
普
通
社
債
と
さ
れ
る
も
の
は
、
第
二
六
〜
二
七
回
債
で
あ
り
（
１
）、

そ
の
残
高
は
九
〇
〇
億
円
で
あ
る
。
ま
た
、
引

受
主
幹
事
証
券
会
社
は
、
野
村
、
日
興
、
第
一
勧
業
証
、
興
銀
証
、
富
士
証
、
三
和
証
、
農
中
証
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら

の
社
債
の
大
半
は
、
担
保
提
供
制
限
等
の
財
務
制
限
条
項
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
す
べ
て
無
担
保
債
で
あ
っ
た
。

２
　
マ
イ
カ
ル
社
債
処
理
の
問
題
点

こ
の
マ
イ
カ
ル
社
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
処
理
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
社
債
権
者
集
会
の
招
集
や
議
決
権
行
使
を
巡
る
問
題
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が
生
じ
た
。

ま
ず
、
商
法
上
の
問
題
が
あ
る
。
社
債
権
の
縮
減
に
は
社
債
権
者
集
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
り
、
社
債
発
行
会
社
が
会
社
更
生
手

続
を
開
始
し
た
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
手
続
を
踏
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
商
法
の
定
め
る
社
債
管
理
会
社
設
置
債
に
関
し
て
は
、

第
二
・
三
回
の
関
係
人
集
会
が
開
催
さ
れ
る
前
に
、
社
債
管
理
会
社
に
よ
っ
て
社
債
権
者
集
会
が
招
集
さ
れ
る
。
こ
こ
で
社
債
権
者

が
決
議
を
行
い
、
社
債
管
理
会
社
に
授
権
を
行
い
、
社
債
管
理
会
社
が
関
係
人
集
会
で
権
利
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
個
人
の
社
債
権
者
は
、
関
係
人
集
会
で
は
な
く
、
社
債
権
者
集
会
に
お
い
て
権
利
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
社
債
権

者
集
会
の
決
議
要
件
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
二
年
の
商
法
改
正
以
前
の
規
定
で
は
、
軽
微
な
内
容
に
関
す
る
決
議
で
あ
れ
ば
、
特
段
の

定
足
数
の
要
件
は
な
く
、
出
席
し
た
社
債
権
者
の
議
決
権
の
過
半
数
で
な
し
う
る
が
、
支
払
猶
予
・
減
免
な
ど
の
重
要
事
項
に
関
す

る
決
議
（
特
別
決
議
）
は
、
過
半
数
の
議
決
権
者
の
出
席
に
よ
っ
て
成
立
し
、
議
決
権
の
三
分
の
二
の
賛
成
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
イ
カ
ル
社
債
の
場
合
、
個
人
投
資
家
に
社
債
券
が
分
散
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
債
管
理
会
社
が

各
社
債
権
者
に
招
集
通
知
を
発
送
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
困
難
な
上
、
通
知
し
た
と
し
て
も
過
半
数
の
議
決
権
者
の
出
席
を
満
た
す

こ
と
も
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の
社
債
権
者
は
集
会
で
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
供
託

手
続
を
社
債
管
理
会
社
を
通
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
煩
瑣
な
手
続
を
個
人
投
資
家
が
行
っ
て
ま
で
権
利
行

使
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な
お
、
個
人
向
け
社
債
の
場
合
は
、
機
関
投
資
家
向
け
の
よ
う
に
登
録
機
関
へ
の
登
録
債
で
は
な
く
、

本
券
（
現
物
債
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
社
債
権
者
を
確
定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
（
２
）。

ま
た
、
販
売
窓
口
と
な

っ
た
証
券
会
社
は
顧
客
情
報
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
転
売
さ
れ
た
場
合
、
最
終
保
有
者
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
ま
た
証
券
会
社
が
顧
客
情
報
を
銀
行
で
あ
る
社
債
管
理
会
社
に
提
供
す
る
こ
と
に
は
難
色
を
示
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
会
社
更
生
法
上
の
問
題
が
あ
る
。
前
述
の
社
債
権
者
集
会
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
、
個
々
の
社
債
権
者
が
関
係
人
集
会

（16）



で
権
利
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
個
人
向
け
社
債
を
購
入
し
た
小
口
の
社
債
権
者
が
積
極
的
に
関
係
人
集
会
に
参
加
し
、
こ
こ
で

権
利
行
使
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
際
、
裁
判
所
に
対
す
る
債
権
の
届
出
は
社
債
管
理
会
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、

個
人
向
け
社
債
の
債
権
額
も
関
係
人
集
会
の
議
決
権
数
を
算
出
す
る
際
の
分
母
に
算
入
さ
れ
る
。
し
か
し
、
議
決
権
が
行
使
さ
れ
な

い
場
合
、
反
対
の
意
思
表
示
と
さ
れ
る
た
め
、
賛
成
票
の
不
足
に
つ
な
が
り
、
案
が
否
決
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
。
つ
ま
り
、

個
人
向
け
社
債
の
債
権
額
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
案
の
否
決
要
因
が
大
き
く
な
る
。
マ
イ
カ
ル
の
場
合
、
個
人
向
け
の
普
通

社
債
お
よ
び
転
換
社
債
の
債
権
額
九
五
三
億
円
は
、
一
般
更
生
債
権
と
な
り
、
そ
の
総
額
一
兆
二
〇
〇
〇
億
円
の
七
〜
八
％
を
占
め

て
い
る
。
改
正
前
の
会
社
更
生
法
で
は
、
可
決
要
件
は
議
決
権
総
額
の
三
分
の
二
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
マ
イ
カ
ル
は
旧
法
が
適
用

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
七
〜
八
％
が
自
ず
か
ら
反
対
票
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賛
成
票
の
確
保
が
そ
の
分
困
難
に
な
る
。

３
　
他
の
事
例
の
紹
介

上
記
の
マ
イ
カ
ル
社
債
処
理
の
困
難
さ
は
、
個
人
の
社
債
権
者
が
広
範
囲
に
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
事

例
と
し
て
は
、
一
九
九
七
年
九
月
に
会
社
更
生
法
を
申
請
し
た
ヤ
オ
ハ
ン
お
よ
び
一
九
九
八
年
一
二
月
に
会
社
更
生
法
を
申
請
し
た

日
本
国
土
開
発
の
事
例
が
あ
り
、
同
様
の
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ヤ
オ
ハ
ン
の
事
例
（
３
）

で
は
、
発
行
総
額
五
〇
〇
億
円
の
国
内
転
換
社
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
処
理
に
お
い
て
、
ヤ
オ
ハ
ン
が
額
面

額
の
一
〇
％
で
自
社
社
債
を
買
い
取
っ
て
処
理
し
た
。
な
お
、
更
生
担
保
権
の
一
八
％
、
一
般
更
生
債
権
の
二
七
・
七
％
を
社
債
が

占
め
て
い
た
。
と
く
に
、
社
債
は
転
換
社
債
で
あ
っ
た
た
め
、
社
債
権
者
数
は
相
当
数
（
約
一
四
〇
〇
〇
人
）
に
達
し
て
い
た
。

買
取
を
行
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
無
記
名
の
社
債
権
者
の
議
決
権
は
供
託
に
よ
っ
て
確
定
す
る
が
、

改
正
前
の
商
法
で
は
供
託
先
は
法
務
局
・
日
銀
（
現
行
の
商
法
で
は
、
社
債
管
理
会
社
）
と
な
っ
て
お
り
、
法
務
局
等
の
事
務
体
制
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で
は
手
間
と
時
間
が
か
か
っ
た
。
②
会
社
再
建
に
必
ず
し
も
関
心
の
高
く
な
い
社
債
権
者
が
供
託
手
続
を
し
た
上
で
社
債
権
者
集
会

に
出
席
す
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
そ
の
場
合
関
係
人
集
会
で
計
画
案
が
可
決
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ
っ
た
。
③
社
債
権
者
に
対
す

る
弁
済
を
分
割
弁
済
し
た
場
合
、
手
続
が
煩
瑣
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
括
弁
済
は
債
権
者
平
等
の
原
則
に
反
す
る
恐
れ

が
あ
っ
た
。
④
多
額
の
社
債
権
者
集
会
開
催
費
用
負
担
は
債
務
者
企
業
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
社
債
管
理
等
の
費
用
も
継
続

す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
費
用
を
共
益
債
権
化
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
買
取
に
つ
い
て
、
国
内
債
は
、
当
初
無
担
保
で
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
担
付
切
替
条
項
に
よ
っ
て
社
債
総
額
の
一

〇
％
弱
が
更
生
担
保
権
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
一
〇
％
で
買
取
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
買
取
に
応
じ
る
か
ど
う
か
は
社
債
権
者
の

自
由
意
志
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
債
権
者
平
等
原
則
に
つ
い
て
は
、
社
債
処
理
費
用
の
削
減
と
柔
軟
か
つ
早
期
の
更
生
計
画

策
定
に
よ
っ
て
、
他
の
債
権
者
の
利
益
保
護
を
図
る
こ
と
で
了
解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
買
取
後
の
処
理
と
し
て
は
、
買
い
取
っ
た
社
債
は
す
べ
て
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
に
転
売
さ
れ
た
。
転
売
価
格
は
、
額
面
額

か
ら
予
想
さ
れ
る
一
般
更
生
債
権
お
よ
び
更
生
担
保
権
の
弁
済
期
ま
で
の
中
間
利
息
を
控
除
し
た
額
と
し
た
。
こ
の
結
果
、
九
三
％

の
社
債
が
買
い
取
ら
れ
、
社
債
権
者
集
会
は
成
立
し
、
社
債
管
理
会
社
に
対
し
更
生
計
画
案
賛
成
が
授
権
さ
れ
た
。

次
に
、
日
本
国
土
開
発
の
事
例
で
は
、
更
生
担
保
権
一
五
七
億
円
、
優
先
的
更
生
債
権
七
・
五
億
円
、
一
般
更
生
債
権
三
〇
四
〇

億
円
、
う
ち
社
債
残
高
は
五
七
一
億
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
第
一
回
無
担
保
債
二
〇
〇
億
円
、
第
二
回
同
一
〇
〇
億
円
、
第
三
回

同
一
〇
〇
億
円
、
第
四
回
同
一
〇
〇
億
円
、
第
五
回
無
担
保
転
換
社
債
七
・
八
億
円
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
社
債
管
理
会
社
ま
た
は

商
法
改
正
前
の
社
債
受
託
会
社
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
債
権
者
集
会
が
開
催
さ
れ
た
上
で
処
理
さ
れ
、
更
生
計
画

で
弁
済
さ
れ
た
。
弁
済
は
、
六
％
の
一
括
弁
済
ま
た
は
一
〇
％
の
一
九
年
分
割
弁
済
と
な
っ
た
。

こ
の
事
例
で
の
手
続
上
の
問
題
点
と
し
て
は
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

①
ス
ポ
ン
サ
ー
が
お
ら
ず
、
資
金
不
足
の
た
め
に
、
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ヤ
オ
ハ
ン
の
よ
う
な
買
取
処
理
が
で
き
な
か
っ
た
。
②
供
託
に
手
間
が
か
か
り
、
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
障
害
と
な
っ
た
。
③
社
債

権
者
集
会
の
招
集
に
つ
い
て
、
機
関
投
資
家
向
け
の
登
録
債
は
利
息
の
受
領
書
に
よ
っ
て
社
債
権
者
が
確
認
で
き
た
（
た
だ
し
、
登

録
機
関
は
守
秘
義
務
を
理
由
に
社
債
権
者
名
を
提
出
し
な
か
っ
た
）
が
、
個
人
投
資
家
向
け
の
現
物
債
は
供
託
さ
れ
る
の
を
待
つ
し

か
、
社
債
権
者
の
確
認
方
法
が
な
か
っ
た
。
④
わ
ず
か
な
供
託
数
で
社
債
権
者
集
会
が
成
立
し
て
も
、
社
債
権
者
集
会
決
議
と
し
て

有
効
か
ど
う
か
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
定
足
数
の
算
定
は
発
行
数
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
⑤
更
生

計
画
案
を
ど
の
程
度
作
成
し
て
か
ら
社
債
権
者
集
会
を
招
集
す
る
の
か
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
機
関
投

資
家
向
け
社
債
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
案
の
要
旨
を
送
付
し
た
上
で
、
社
債
権
者
集
会
を
招
集
し
た
。
⑥
第
一
〜
四
回
債

に
つ
い
て
は
、
社
債
権
者
は
機
関
投
資
家
で
あ
っ
た
の
で
、
議
決
権
総
額
の
九
割
程
度
の
供
託
が
な
さ
れ
、
社
債
権
者
集
会
も
成
立

し
、
議
決
権
行
使
の
権
限
を
付
与
し
た
が
、
第
五
回
の
転
換
社
債
は
個
人
向
け
で
あ
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
〇
名
を
対
象
と
し
た
ホ
ー

ル
を
用
意
し
た
も
の
の
、
一
一
人
出
席
、
四
三
名
分
の
委
任
状
で
流
会
し
た
（
供
託
率
は
議
決
権
総
額
の
六
％
未
満
で
あ
っ
た
）。

関
係
人
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
個
人
の
社
債
権
者
に
は
、
関
係
人
集
会
の
招
集
通
知
を
出
し
た
。
な
お
、
更
生
債
権
全

体
に
占
め
る
第
五
回
債
の
残
高
の
割
合
は
、
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
た
め
、
関
係
人
集
会
で
更
生
計
画
案
は
可
決
さ
れ
た
。

他
方
、
更
生
計
画
作
成
上
の
問
題
点
と
し
て
は
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
少
額
弁
済
に
つ
い
て
は
、
五
〇
万
円
以
下
を

弁
済
す
る
こ
と
に
し
た
（
五
〇
万
円
超
の
部
分
を
放
棄
す
れ
ば
五
〇
万
円
弁
済
さ
れ
る
）
が
、
社
債
は
一
単
位
一
〇
〇
万
円
な
の
で
、

小
額
弁
済
の
規
定
を
当
て
は
め
て
、
す
べ
て
一
〇
〇
万
円
で
扱
う
と
五
〇
％
の
弁
済
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
を
適
用
し
な
か

っ
た
。
ま
た
、
三
億
円
ま
で
の
一
般
更
生
債
権
は
す
べ
て
一
〇
％
と
し
、
債
権
者
平
等
を
図
っ
た
。
②
保
有
社
債
額
に
よ
っ
て
、
ま

ち
ま
ち
の
弁
済
率
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
段
階
的
弁
済
は
、
社
債
権
者
平
等
の
観
点
か
ら
、
社
債
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
③
分
割
弁
済
は
、
手
続
が
煩
瑣
に
な
る
上
、
多
く
の
社
債
権
者
も
一
括
弁
済
を
望
む
場
合
が
多
い
。
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４
　
最
近
の
措
置

前
述
の
よ
う
に
、
問
題
点
は
、
商
法
上
の
社
債
権
者
集
会
に
関
す
る
も
の
と
、
会
社
更
生
法
上
の
関
係
人
集
会
に
関
す
る
も
の
に

大
別
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
最
近
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
商
法
上
の
社
債
権
者
集
会
に
関
し
て
は
、
特
別
決
議
の
成
立
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
社
債
権
者
集
会
の
特
別
決
議

は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
の
成
立
要
件
を
準
用
し
て
お
り
、
過
半
数
の
出
席
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
商
法

改
正
に
よ
っ
て
、
株
主
総
会
特
別
決
議
に
関
し
て
は
、
定
款
で
三
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
同
じ
く
社
債
権
者
集
会

特
別
決
議
に
関
し
て
も
、
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
株
主
総
会
の
場
合
は
、
定
足
数
算
定
の
基

礎
は
株
主
総
数
と
な
る
が
、
社
債
権
者
集
会
の
場
合
の
定
足
数
算
定
の
基
礎
に
つ
い
て
は
明
確
な
定
め
が
な
く
、
通
説
と
さ
れ
る
鴻

常
夫
説
で
は
、
供
託
の
な
い
社
債
は
、
定
足
数
算
定
の
基
礎
（
分
母
）
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
５
）。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、

供
託
さ
れ
た
議
決
権
数
を
分
母
、
そ
の
中
で
実
際
に
行
使
さ
れ
た
議
決
権
を
分
子
と
し
て
定
足
数
の
充
足
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
が
、

供
託
手
続
を
と
り
な
が
ら
議
決
権
行
使
を
行
わ
な
い
社
債
権
者
は
稀
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
多
く
の
場
合
に
定
足
数

が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
説
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
社
債
権
者
の
総
意
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
見
地
か

ら
は
、
社
債
総
額
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
異
論
も
有
力
で
あ
り
（
６
）、

論
者
の
間
で
必
ず
し
も
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
前
述
の
日
本
国
土
開
発
の
事
例
で
は
、
社
債
総
額
を
定
足
数
の
算
定
基
礎
と
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
民
事
再
生
法
を
申

請
し
た
川
�
電
気
社
債
の
事
例
で
は
、
供
託
し
た
割
合
が
社
債
残
高
の
二
一
％
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
社
債
権
者
集

会
特
別
決
議
を
認
可
し
て
お
り
（
７
）、

実
務
ベ
ー
ス
で
も
手
続
が
確
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
今
後
は
こ
の
川
�
電
気
の
事
例
が

ひ
と
つ
の
先
例
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
会
社
更
生
法
に
定
め
ら
れ
た
関
係
人
集
会
に
お
け
る
社
債
権
者
の
手
続
参
加
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
と
く
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に
小
口
の
個
人
の
社
債
権
者
は
、
関
係
人
集
会
に
積
極
的
に
参
加
し
、
議
決
権
行
使
を
行
わ
な
い
た
め
に
、
更
生
計
画
案
自
体
が
否

決
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
旧
会
社
更
生
法
で
は
、
届
出
さ
れ
た
社
債
権
に
議
決
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め

に
、
個
人
向
け
社
債
、
す
な
わ
ち
社
債
管
理
会
社
設
置
債
で
は
、
社
債
総
額
が
議
決
権
の
分
母
に
算
入
さ
れ
、
そ
の
た
め
案
の
否
決

さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
四
月
施
行
の
改
正
会
社
更
生
法
で
は
、
議
決
権
行
使
の
申
出
の
あ
っ
た
議
決
権

の
み
が
分
母
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
と
改
め
ら
れ
た
（
８
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
債
権
者
の
無
関
心
か
ら
案
が
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性

を
で
き
る
だ
け
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
９
）。

こ
こ
で
い
う
議
決
権
の
申
出
と
は
、
個
々
の
社
債
権
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
議
決
権
行

使
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
さ
し
、
具
体
的
に
は
申
出
を
す
る
社
債
権
者
の
氏
名
、
社
債
権
の
内
容
を
記
載
し
、
社
債
券
の
写

し
等
証
拠
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
申
出
の
時
期
は
、
更
生
計
画
案
の
内
容
ま
た
は
そ
の
要
旨
を
議
決
権
を
有
す
る

更
生
債
権
者
に
通
知
す
る
必
要
上
、
更
生
計
画
案
を
決
議
に
付
す
る
決
定
の
時
期
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
社
債
権
者
集
会
特
別
決
議
が
成
立
し
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
可
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
集
団
的
権
利
行
使
が
優
先
し
、

個
々
の
社
債
権
者
は
自
ら
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

５
　
残
さ
れ
た
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
多
数
の
個
人
投
資
家
が
社
債
権
者
と
な
っ
た
場
合
、
商
法
上
の
社
債
権
者
集
会
お
よ
び
会
社
更
生
法
上
の
関
係

人
集
会
に
お
い
て
手
続
上
の
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
課

題
も
あ
り
、
今
後
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

第
一
に
、
社
債
権
者
集
会
決
議
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
は
、
定
足
数
が
議
決
権
総
数
の
三
分
の
一
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
で
も
実
務

的
に
は
集
め
る
の
が
困
難
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
足
数
の
算
定
基
礎
の
問
題
と
と
も
に
定
足
数
自
体
も
議
論
の
対
象
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と
な
る
わ
け
だ
が
、
他
方
で
仮
決
議
や
み
な
し
賛
成
と
い
っ
た
制
度
の
導
入
も
議
論
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
仮
決
議
と
は
、

た
と
え
ば
株
主
総
会
の
定
足
数
が
満
た
さ
れ
な
い
と
き
、
出
席
し
た
議
決
権
者
の
過
半
数
に
よ
っ
て
仮
決
議
を
行
い
、
そ
れ
を
欠
席

し
た
議
決
権
者
に
通
知
し
、
再
度
の
総
会
招
集
を
行
い
、
そ
こ
で
は
定
足
数
を
要
求
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
一
九
五

〇
年
改
正
前
の
商
法
に
お
い
て
株
主
総
会
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
み
な
し
賛
成
と
は
、
当
初
の
規
約
に
そ

の
旨
の
規
定
を
設
け
れ
ば
、
総
会
に
出
席
せ
ず
、
か
つ
書
面
で
の
議
決
権
行
使
も
行
わ
な
か
っ
た
議
決
権
者
に
つ
い
て
は
賛
成
票
を

投
じ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
会
社
型
投
資
信
託
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
社
債
権
者
集

会
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
意
見
が
あ
る
。
仮
決
議
に
つ
い
て
は
、
費
用
と
時
間
が
か
か

り
す
ぎ
、
ま
た
み
な
し
賛
成
は
、
黙
っ
て
い
る
も
の
を
賛
成
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
合
理
的
と
さ
れ
る
状
況
で
し
か
使
え

な
い
か
ら
で
あ
る
（
10
）。

第
二
に
、
会
社
更
生
法
に
お
け
る
関
係
人
集
会
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
正
で
議
決
権
行
使
の
申
出
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
民

事
再
生
法
に
お
い
て
は
こ
の
制
度
は
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
述
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
会
社
更
生
法
は

社
債
発
行
を
行
う
株
式
会
社
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
民
事
再
生
法
は
各
種
法
人
を
対
象
と
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
法
人

が
必
ず
し
も
社
債
を
発
行
す
る
と
は
限
ら
ず
、
さ
ら
に
社
債
管
理
会
社
に
相
当
す
る
制
度
が
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
以
上
、
社
債

だ
け
に
関
係
す
る
制
度
を
民
事
再
生
法
に
導
入
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
）。

お
わ
り
に

最
後
に
、
マ
イ
カ
ル
社
債
に
つ
い
て
は
、
旧
会
社
更
生
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
改
正
会
社
法
に
導
入
さ
れ
た
議
決
権
行
使
の
申

出
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
近
々
に
予
定
さ
れ
て
い
る
社
債
権
者
集
会
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
供
託
を
集
め
る
こ
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と
が
関
係
者
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
実
務
面
で
は
、
供
託
数
確
保
の
た
め
に
、
販
売
窓
口
と
な
っ
た
証
券
会
社
を

通
じ
て
、
社
債
権
者
に
対
し
て
周
知
を
図
る
だ
け
で
な
く
、
社
債
権
者
が
社
債
券
を
保
護
預
り
に
し
て
い
る
証
券
会
社
を
通
じ
て
、

簡
易
な
手
続
に
よ
り
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

注（
１
）

第
三
〜
一
二
回
債
は
、
社
債
管
理
会
社
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
慣
例
か
ら
す
る
と
、
個
人
向
け
社
債
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
社
債
の
発
行
時
期
は
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
か
ら
一
九
九
六
年
二
月
で
あ
り
、
当
時
は
機
関
投
資
家
向
け
の
社
債
で
も
、
必
ず
し
も
社

債
管
理
会
社
不
設
置
債
で
は
な
か
っ
た
。

（
２
）

登
録
債
の
場
合
は
、
登
録
機
関
が
社
債
権
者
を
把
握
で
き
、
か
つ
社
債
管
理
会
社
が
登
録
機
関
を
兼
ね
て
い
る
の
で
、
社
債
管
理
会
社
は

社
債
権
者
を
把
握
で
き
る
立
場
に
あ
る
が
、
登
録
業
務
は
守
秘
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
登
録
機
関
の
社
債
権
者
情
報
を
社
債
管

理
会
社
が
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）

ヤ
オ
ハ
ン
社
債
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸
英
雄
・
池
内
稚
利
「
更
生
会
社
に
よ
る
自
社
発
行
債
の
買
取
り
」、『
債
権
管
理
』、
第
八
七
号
、

二
〇
〇
〇
年
一
月
五
日
、
一
〇
二
〜
一
〇
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
４
）

日
本
国
土
開
発
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
更
生
管
財
人
で
あ
っ
た
大
橋
正
春
弁
護
士
が
、
そ
の
経
緯
と
問
題
点
を
説
明
し
て
い
る
。

「〈
座
談
会
〉
会
社
更
生
と
手
続
と
社
債
を
め
ぐ
る
諸
論
点
」（
１
）、『
金
融
法
務
事
情
』、
第
一
六
三
五
号
、
二
〇
〇
二
年
二
月
二
五
日
、

一
五
〜
一
七
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
５
）

鴻
常
夫
『
社
債
法
』、
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
６
）

た
と
え
ば
、「〈
座
談
会
〉
会
社
更
生
と
手
続
と
社
債
を
め
ぐ
る
諸
論
点
」（
２
）、『
金
融
法
務
事
情
』、
第
一
六
三
六
号
、
二
〇
〇
二
年
三

（23）
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月
五
日
、
三
七
〜
三
八
ペ
ー
ジ
、
に
お
け
る
藤
田
友
敬
発
言
で
は
「
定
足
数
を
要
求
す
る
趣
旨
と
い
う
の
は
、
決
議
を
成
立
さ
せ
よ
う
と

す
る
者
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
投
資
家
の
意
思
を
問
う
べ
く
票
を
集
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
供
託
し
て

自
分
は
権
利
を
行
使
す
る
ぞ
と
い
っ
て
き
た
人
だ
け
を
基
準
に
判
断
し
て
よ
い
と
い
う
の
は
、
定
足
数
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
い
さ
さ
か

筋
が
違
う
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
７
）

川
�
電
気
社
債
の
事
例
に
つ
い
て
は
、「
社
債
権
者
集
会
の
定
足
数
と
再
建
型
倒
産
手
続
」、『
金
融
法
務
事
情
』、
第
一
六
三
〇
号
、
二
〇

〇
一
年
一
二
月
二
五
日
、
一
〇
〜
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
８
）

改
正
会
社
更
生
法
に
お
け
る
社
債
権
者
の
手
続
参
加
に
関
し
て
は
、
高
木
新
二
郎
座
長
と
す
る
「
会
社
更
生
と
社
債
研
究
会
」
で
数
回
に

わ
た
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
、
二
つ
の
案
が
提
案
さ
れ
た
。「
社
債
権
の
取
扱
い
に
関
す
る
会
社
更
生
法
改
正
の
提
言
」、『
金
融
法
務
事
情
』、

第
一
六
二
八
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
五
日
、
六
〜
一
五
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
９
）

改
正
会
社
更
生
法
に
お
け
る
社
債
権
者
の
手
続
参
加
に
関
し
て
は
、
松
下
淳
一
「
社
債
権
者
の
手
続
参
加
」、『
金
融
法
務
事
情
』、
第
一
六

七
三
号
、
二
〇
〇
三
年
四
月
二
五
日
、
二
四
〜
三
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
10
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、「〈
座
談
会
〉
会
社
更
生
と
手
続
と
社
債
を
め
ぐ
る
諸
論
点
」（
２
）、『
金
融
法
務
事
情
』、
第
一
六
三
六
号
、
二
〇

〇
二
年
三
月
五
日
、
三
九
〜
四
〇
ペ
ー
ジ
、
に
お
け
る
大
杉
謙
一
発
言
参
照
。

（
11
）

前
掲
、
松
下
淳
一
「
社
債
権
者
の
手
続
参
加
」、
三
〇
ペ
ー
ジ
、
注
18
、
参
照
。
な
お
、
同
論
文
で
は
、
民
事
再
生
法
で
の
再
生
計
画
案
の

可
決
要
件
と
し
て
、
頭
数
要
件
が
あ
る
た
め
、
多
数
の
社
債
権
者
が
反
対
の
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
、
議
決
権
額
要
件
を
満
た
し
て
い

て
も
再
生
計
画
が
否
決
さ
れ
る
と
い
う
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
二
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

＊
本
稿
を
作
成
す
る
に
際
し
、
大
杉
謙
一
氏
（
東
京
都
立
大
学
法
学
部
）、
田
頭
章
一
氏
（
上
智
大
学
法
学
部
）、
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し



た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）
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